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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を絶縁基板の非貫通穴の内底部に搭載してなるチップ部品型発光装置用の配線
基板であって、前記配線基板の一部に発光素子を搭載するための非貫通穴が上方に開口し
て形成されると共に、この非貫通穴の底面径（Ｌ２）より上方端面径（Ｌ１）が大きくテ
ーパー形状に広がって開口し、このテーパー形状穴の内周壁面には金属薄膜からなる反射
膜が形成され、前記配線基板のテーパー形状穴の上端周辺部の表面上には当該の発光素子
を電気的に接続するための接続ランドが形成され、かつ該テーパー形状穴の底面には発光
素子を搭載し、裏面には前記チップ部品型発光装置の筐体ケースを直接接触させる厚さ７
０μｍ～３００μｍの金属導体の放熱板が、該非貫通穴の底面と裏面に露呈して形成され
、前記放熱板は前記発光素子及び接続ランドと電気的に接続されていないことを特徴とす
るチップ部品型発光装置用の配線基板。
【請求項２】
　請求項１において、配線基板のテーパー形状穴の上端周辺部に形成された接続ランドと
、この接続ランドの近傍に形成する、上端面を金属導体で閉口し内部が空洞で金属薄膜が
露呈している第２の非貫通穴とが、前記配線基板上で互いに電気的に接続され、発光素子
をテーパー形状穴内に搭載した後、当該第２の非貫通穴の略中心に沿って切断して端子電
極を配線基板の側面に形成することを特徴とするチップ部品型発光装置用の配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、配線基板の非貫通穴内部に発光素子を搭載し、各種の表示パネル、液晶表示
装置のバックライト、照明装置などの光源として利用することの可能なチップ部品型発光
装置とするための発光素子用の配線基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チップ部品型のＬＥＤに代表されるチップ部品型発光装置は、表示パネル、液晶
表示装置のバックライト、照明装置などの光源として利用されている。なお、かかるチッ
プ部品型発光装置は、近年におけるフラットパネルの用途の拡大に伴って、その適用され
る用途が更に広がってきている。かかる用途の拡大に伴い、チップ部品型発光装置には、
素子自体の発光量の増大と共に、消費電力に対する発光量の増大、換言すれば、光への変
換効率の向上が求められており、そして、更には、特に、大量生産に適しており、もって
、比較的安価に製造することの可能なチップ部品型発光装置とするための配線基板が求め
られている。
【０００３】
　なお、従来におけるかかるチップ部品型発光装置は、例えば、以下の特許文献１に示す
ように、一般に、絶縁基板の一部に、貫通穴、又は、テーパ面を備えた穴を形成すると共
に、上記の貫通穴の底面に取り付けた金属薄板の上にＬＥＤチップ部品を搭載し、上記底
面の金属薄板は配線基板上面の一方の配線パターンに接続し、電気的の接続が必要となっ
ていた。
　つまり、底面の金属薄板の上面にＬＥＤチップ部品等の１個のＬＥＤチップ部品を搭載
し電気的の接続してチップ部品型発光装置として完成するものである。
【０００４】
【特許文献１】特許第３１３７８２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術になるチップ部品型発光装置の実装構造は、各配線基
板に対して、例えばＬＥＤチップ部品を、ただ１個を搭載する構造であり、そのため、上
述したように、各ＬＥＤチップ部品の発光素子の発光量の増大に対応し、発生熱容量が多
くなり熱放散に適した構造とはなっていない。
【０００６】
　即ち、上記特許文献１により知られる構造では、貫通穴の裏面に取り付けた金属薄板を
上面の配線パターンに接続し、その内部に搭載するＬＥＤチップ部品の一方の電極を絶縁
基板の裏面の金属薄板の表面にＡｇペースト等の導電材料で接続すると共に、その他方の
電極を、例えば、ワイヤボンディングなどにより、やはり配線基板の一部に形成した他の
接続配線パターンに接続する。
　しかしながら、Ａｇペースト等の導電材料で電気的な接続すること、この配線基板の裏
面には、はんだ付け時の絶縁性を確保するためレジスト層を形成するため、発生熱容量が
多い熱放散に適した構造ではない。
　また、複数のＬＥＤチップ部品を貫通穴の裏面に取り付けた金属薄板上に搭載した場合
に適した構造とはなっていない。
【０００７】
　また、上記特許文献１により知られる構造では、内部に搭載するＬＥＤチップ部品の他
方の電極をワイヤボンディングなどによって配線基板の上部に形成した接続配線パターン
に接続し、この接続配線パターンは表面の金属薄板と裏面の金属薄板とを接続するように
延設して形成されている。
　しかしながら、絶縁基板の側面のメッキ層は個別の配線基板の側面に平坦に形成され、
複数のＬＥＤチップ部品を上記非貫通穴内に搭載した場合には、外部に電気的な接続をす
るための電極を多数形成することは困難であり、生産効率も悪くなっている。
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【０００８】
　そこで、本発明は、上述した従来技術における問題点に鑑みて成されたものであり、特
に、その内部に複数の発光素子を搭載するチップ部品型発光装置とするための配線基板で
あって、更には、大盤版の配線基板に配置されている小さな個々の配線基板の非貫通穴の
内底部に発光素子を繰り返し搭載し、電気的な接続はワイヤボンディングなどによって配
線基板の上部に形成した接続ランドに接続し、発生熱容量の熱放散に非貫通穴の底面の厚
い金属導体を放熱板にする。また、この発光素子を搭載した非貫通穴の上部を封止樹脂で
モールドしてから、切断線で分割して多対の端面電極を有するチップ部品型発光装置を大
量生産することが可能な構造であり比較的安価に、生産効率の良い配線基板を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明によれば、発光素子を絶縁基板の非貫通穴の内底部
に搭載してなるチップ部品型発光装置用の配線基板であって、前記配線基板の一部に発光
素子を搭載するための非貫通穴が上方に開口して形成されると共に、この非貫通穴の底面
径（Ｌ２）より上方端面径（Ｌ１）が大きくテーパー形状に広がって開口し、このテーパ
ー形状穴の内周壁面には金属薄膜からなる反射膜が形成され、前記配線基板のテーパー形
状穴の上端周辺部の表面上には当該の発光素子を電気的に接続するための接続ランドが形
成され、かつ該テーパー形状穴の底面には発光素子を搭載し、裏面には筐体ケースを直接
接触させる厚さ７０μｍ～３００μｍの厚い金属導体によって熱放散を目的とした放熱板
が、該非貫通穴の底面と裏面に露呈して形成され、前記放熱板は前記発光素子及び接続ラ
ンドと電気的に接続されないチップ部品型発光装置用の配線基板を提供するものである。
【００１０】
　なお、本発明によれば、前記に記載した前記配線基板の一つの非貫通穴であるテーパー
形状穴の底面に複数の発光素子を搭載する非貫通穴であり、このテーパー形状穴の内周壁
面には反射効率の良い金属薄膜からなる反射膜が形成され、更に、前記非貫通穴の上端周
辺部には、複数の発光素子を電気的に接続するための多対の接続ランドが形成され、該非
貫通穴の底面には発生熱容量の熱放散に好適な厚い金属導体を放熱板にする配線基板が形
成されていることが好ましい。つまり、非貫通穴の底面の厚い金属導体は電気的な接続は
必要とせず、発生熱容量の熱放散を目的としたものであり、チップ部品型発光装置の筐体
ケースと該配線板の裏面に露出している放熱板を直接接触してチップ部品型発光装置の筐
体に効率良く熱放散ができる。
【００１１】
　更に、本発明によれば、やはり上記の目的を達成するため、配線基板のテーパー形状穴
の上端周辺部に形成された接続ランドと、この接続ランドの近傍に形成する、上端面を金
属導体で閉口し内部が空洞で金属薄膜が露呈している第２の非貫通穴とが、前記配線基板
上で互いに電気的に接続され、発光素子をテーパー形状穴内に搭載した後、当該第２の非
貫通穴の略中心に沿って切断して端子電極を配線基板の側面（端面）に形成する配線基板
が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　上述したように、本発明によれば、複数の発光素子を搭載した非貫通穴の底面の厚い金
属導体は電気的な接続はせず、発生熱容量の熱放散を目的とし、チップ部品型発光装置の
筐体ケースと該配線板の裏面に露出している放熱板を直接接触してチップ部品型発光装置
の筐体に効率良く熱放散をすることができる。
　さらに非貫通穴の底面径（Ｌ２）より上方端面径（Ｌ１）が大きいテーパー形状に広が
って開口し、非貫通穴の上方面に多くの光量を放散させる目的で、このテーパー形状穴の
内周壁面には発光素子自体の発光光源に対し反射効率の良い金属薄膜からなる反射膜が形
成された高い光出力をより変換効率よく得ることが可能な配線基板が提供されるという優
れた効果を発揮する。
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【００１３】
　さらに、本発明によれば、大盤版の配線基板の一つの非貫通穴の底面に複数の発光素子
を繰り返し搭載して、切断線で分割して多対の端面電極を有する底背型・小型・高密度の
チップ部品型発光装置を大量生産することに適していることから比較的安価に製造するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照しながら、詳細に説明する。
　まず、図１は、本発明の一実施の形態になる発光素子を搭載するための配線基板を示す
断面図である。
　このための配線基板は、図からも明らかなように、外形を略正方形の板状に形成されて
おり、基本的には、この配線基板１０に形成された非貫通穴１１を非貫通穴１１の底面径
（Ｌ２）より上方端面径（Ｌ１）が大きいテーパー形状に広がって開口し、このテーパー
形状穴の内周壁面には、例えば、金、銀、Ａl、Ｎｉなどの反射効率の良い金属薄膜から
なる反射膜１３が形成されたものである。
【００１５】
　また、この発光素子を搭載するテーパー形状の非貫通穴１１の底面全体から配線基板１
０の裏面まで導通する、つまり通常の銅箔（１８～３５μｍ）より厚さの厚い銅箔とめっ
き導体により放熱板１２を形成する。
　つまり、導体厚さ７０μｍ～３００μｍの厚い金属導体は発光素子の搭載と共に発光素
子から発生する熱の放散を目的とした放熱板１２であり発光素子を電気的に非貫通穴１１
の底面に接続する必要はなく、配線基板１０の裏面に露出している放熱板１２をチップ部
品型発光装置の筐体に接触させることが容易に可能となる。（ＬＥＤチップ部品のアノー
ド電極、カソード電極としない）。
　配線基板１０の上端周辺部の表面上には前記発光素子を電気的に接続する接続ランドな
どの配線パターン１４を通常の銅箔と銅めっきで金属薄膜によって形成する。
　上記厚さの厚い金属導体の放熱板１２の表面には、後にも詳細に説明するが、例えば、
金、銀、Ａl、Ｎｉなどの金属薄膜からなる反射膜１３が、一体に形成されている。
【００１６】
　この図１からも明らかなように、上記配線基板１０の上面の配線基板のテーパー形状穴
の上端周辺部の表面上に当該の発光素子を電気的に接続するための接続ランドを含む配線
パターン１４、１４が形成される。
　そして、この配線パターン１４、１４は、必ずしも金属薄膜からなる反射膜１３や放熱
板１２とは電気的に接続しなくても良い。つまり、配線基板のテーパー形状穴の内周壁面
のみに金、銀、Ａl、Ｎｉなどの金属薄膜からなる反射膜１３を形成する。つまり、発光
素子を電気的に接続するのは接続ランドのみであり、放熱板１２とは電気的な接続はしな
いようにすることが良好である。
　また、非貫通穴１１の底面より上方端面に広がって開口するテーパー形状穴の傾斜角度
は４０°～７５°とし、テーパー形状穴の深さ、口径、発光素子の発光位置などにより適
宜選択することが望ましい。
【００１７】
　前記のテーパー形状穴の非貫通穴１１の近傍に形成する上端面を金属導体で閉口し、非
貫通穴１１の内部が空洞で金属薄膜が露呈している第２の非貫通穴４１と接続ランド等の
配線パターン１４とが前記配線基板１０上で互いに電気的に接続され、発光素子を非貫通
穴１１内に搭載した後、当該第２の非貫通穴４１の略中心にある一点鎖線（Ｘ、Ｙ）に沿
って切断して端子電極を配線基板の側面（端面）に形成する個々の配線基板１０である。
【００１８】
　続いて、添付の図２を参照しながら説明する。なお、この図２は、上記した配線基板１
０の製造方法を示しており、この図では、配線基板１０の製造過程の各段階における断面
構造を示す。
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【００１９】
　まず、例えば、エポキシ樹脂等の絶縁材からなる、厚さが約０．１５ｍｍの絶縁基材３
００を用意し、その両面に、厚さが約２５μｍの接着剤（シート）３１０、３１０を付着
する（図２（ａ）を参照）。
　その後、例えば、ＮＣ穴明機により、この基材の所定の箇所に貫通穴１１Ａ（例えば、
φ５．０ｍｍ程度）を穴明けする（図２（ｂ）を参照）。
【００２０】
　更に、その絶縁基材３００の接着剤３１０の下の面に、厚さの厚い銅箔３３０（１００
μｍ）を付着する、そして銅箔３３０を加熱して、本接着を行うことにより、下端面を厚
さの厚い銅箔３３０で閉口した非貫通穴１１を形成する（図２（ｃ）を参照）。
　なお、上記の銅箔３３０は、この非貫通穴の底面の厚い金属導体は電気的な接続はせず
、発生熱容量の熱放散を目的とし、チップ部品型発光装置の筐体ケースと該配線板の裏面
に露出している放熱板とするため、その厚さが７０～３００μｍ程度の比較的厚い銅箔が
好ましい。
【００２１】
　それから、この基材の所定の箇所に、端子電極４０を形成するため配線基板の非貫通穴
１１の近傍にＮＣ（穴明機）により貫通穴４Ａ（例えば、φ０．６ｍｍ程度）を形成して
から、絶縁基材３００の接着剤３１０の上の面に、接続ランドや配線パターンとなる通常
の厚さ（１８～３５μｍ）の銅箔３２０を加熱・圧着する。（図２（ｄ）を参照）つまり
、上端面を銅箔３２０で閉口した非貫通穴を形成する。
　なお、上面に銅箔３２０が積層されている絶縁基材３００を使用し、絶縁材が薄い場合
は、この基材の所定の下面側からレーザー穴明けをして、上端面を銅箔３２０で閉口した
非貫通穴４１を形成してもよい。
　例えば、絶縁基材３００厚さが約０．１５ｍｍ（１５０μｍ）、その両面の接着剤（シ
ート）３１０厚さが約２５μｍ×２（図２（ａ）を参照）と、下端面の放熱板銅箔３３０
の厚さが２５０μｍとすれば、下端面の金属導体を含む配線板全体の厚みの５０％が下端
面の放熱板となる。
【００２２】
　次に、上記で用意した絶縁基材３００の全体に、厚さ約２０μｍの銅めっき層３４０を
施す（図２（ｅ）を参照）。その後、上記の絶縁基材３００の両面に露光・現像・エッチ
ング等の処理により必要な金属導体の回路（配線パターン１４，１４）を形成し、上端面
を銅箔や銅めっき層で閉口した非貫通穴４１を形成する。（図２（ｆ）を参照）、更に、
その上に、厚さ約５μｍのＮｉを下地として、厚さ約０．３μｍの金めっきを施す（図示
なし）。
【００２３】
　上端面を銅箔や銅めっき層で閉口した非貫通穴４１の略中心で切断して端子電極４０を
形成するものであるが、発光素子を非貫通穴１１内に搭載した後、モールド樹脂で発光素
子や配線基板の上面を樹脂封止し貫通導通穴の略中心で切断して端子電極４０を備えたチ
ップ部品型発光装置とする。この非貫通穴４１は上方から封止樹脂が侵入しないように図
に示すような上端面を銅箔や銅めっき層等の金属導体で閉口した第２の非貫通穴を形成す
ることが望ましい。
　また、この第２の非貫通穴は発光素子を搭載するための非貫通穴１１と、発光素子を電
気的に接続するための接続ランドなどの配線パターン１４の近傍に形成することが望まし
い。
【００２４】
　添付の図３にも示すように、上記基板を構成する配線基板１０の略中央部に形成した非
貫通穴１１の底面に設けられた放熱板１２の上に、伝熱性の高いはんだペーストを介して
、上記複数の発光ダイオード３０、３０…を所定の位置に固定する。つまり、発光ダイオ
ード３０、３０の搭載をするペースト等の接着材料は必ずしも導電性材料でなく、熱伝導
性の良い耐熱性がある融点の高いＡｌ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｎｉ等含有の接着材料を選択すれば
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よい。
　その後、例えば、ワイヤボンディングにより配線が行われる。その際、発光ダイオード
との間で配線を施す配線パターン１４、１４が、上記配線基板１０に上面が開口された非
貫通穴１１の周辺部に、多数配置されており、複数の発光ダイオード３０、３０…の各々
の電極は、これら配線パターン（接続ランド）１４、１４…との間でワイヤボンディング
によって配線が行われる。なお、この図３においても、配線されたワイヤが符号１５によ
り示されている。
【００２５】
　このように、上記配線基板の構成によれば、上記配線基板１０の略中央部に形成した非
貫通穴１１内に、複数の発光ダイオード３０、３０…を実装することが可能となり、高発
光出力のチップ部品型発光装置として、例えば、携帯電話、表示パネル、液晶表示装置の
バックライト、照明装置などの光源として利用することが出来る。
【００２６】
　また、上記図３にも示すように、上記配線基板を構成する配線基板１０に上面に開口し
た非貫通穴１１の底面及びその内周面には、上述したように、その全面に亘って、ニッケ
ル（Ｎｉ）層と金（Ａｕ）層とからなる貴金属めっき層が施され、更に、その表面には銀
（Ａｇ）層（厚さ約１μｍ）からなる反射膜１３が形成されている。このことから、配線
基板１０の非貫通穴１１の内部に設けられた複数の発光ダイオード３０、３０…から出射
した光は、これら反射膜１３によって反射され、無駄に漏出することなく、配線基板１０
に開口した非貫通穴１１の上部から発光導出される。即ちテーパー形状の非貫通穴１１と
すれば、複数の発光素子による高い光出力を、変換効率良く得ることが可能となる。
【００２７】
　また、上記図４にも示すように、多数のチップ部品型発光装置を同時に製作するため、
その表面積の大きな基板を用い、多数の配線基板１０が一体で繋がってる大盤版の配線基
板１を作成する。そして、上記図４における一点鎖線ＸとＹは、大盤版の配線基板１から
多数の個々の配線基板１０を分割する切断線である。
　特に一点鎖線ＸとＹは、発光素子を非貫通穴１１内に搭載した後、当該第２の非貫通穴
４１の略中心に沿って分割切断して端子電極を個々の配線基板１０の側面（端面）に形成
するものである。（本図では４辺に端子電極を形成する場合を示す）
【００２８】
　この非貫通穴１１の近傍に形成する上端面を金属薄膜で閉口した第２の非貫通穴４１の
上端面の金属薄膜とワイヤボンディングをする接続ランドは配線パターンにより配線が行
われる。そして、当該第２の非貫通穴４１の略中心に沿って切断して端子電極４０を配線
基板の各端面に形成する配線基板１０が提供される。
　なお、本図では第２の非貫通穴４１は１個の配線基板１０に対して４個だけ表示したが
、複数の発光素子を一つの非貫通穴１１内に搭載する場合は複数の第２の非貫通穴４１を
多面に多対として配置して、多対の端子電極４０を形成するものである。
【００２９】
　なお、以上に種々述べた実施例においては、上記配線基板１０に開口した非貫通穴１１
、又は第２の非貫通穴４１は、円形であるとして説明したが、しかしながら、本発明はそ
れにのみ限定されるものではなく、これを、例えば、長円形や楕円形や方形に形成するこ
とも可能である。なお、その場合にも、上記と同様の効果が得られることは明らかであろ
う。また、上記の実施例においては、上記配線基板１０の基材に貫通穴１１Ａを形成する
際（上記図２（ｂ）を参照）、例えば、テーパドリル等を利用することにより、その内周
面を傾斜して形成することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の発光素子を搭載するための配線基板を示す断面図である。
【図２】上記配線基板の製造方法を示すための工程図であり、その製造過程の各段階にお
ける断面構造を示す。
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【図３】上記により得られた基板に複数の発光素子を搭載してなるチップ部品型発光装置
の構造を示す断面図である。
【図４】大盤版の配線基板から多数の配線基板を分割する平面図である。
【符号の説明】
【００３１】
１０…配線基板、１１…非貫通穴、１２…放熱板、１３…反射膜、１４…配線パターン、
３０…発光ダイオード、４０…端面電極、４１…非貫通穴。

【図１】

【図３】

【図２】
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